
 １　賃　金
 （１）きまって支給する現金給与額

　
平

99.3 79.8

注) 規模5人以上､5～29人､30人以上の数値は､｢毎月勤労統計調査地方調査｣(平成24年7月分)

　による。

女 135,956 155,702 136,970 170,461 87.3

89.3 72.9

男 259,614 309,925 280,013 330,756 83.8 92.7 78.5

計 187,557 237,250 210,074 257,316 79.1

きまって支給する現金給与額（円） 小 規 模 事 業 所 の 水 準

１～４人 ５人以上 ５～２９人 ３０人以上 5人以上=100 5～29人=100 30人以上=100

第１表　小規模事業所の給与水準比較

第１図　きまって支給する現金給与額対前年比の推移

平成２４年毎月勤労統計調査特別調査結果（埼玉県分）

Ⅰ　結果の概要

　平成２４年７月分の小規模事業所（常用労働者１～４人の事業所、以下同じ）の、１人
平均月間きまって支給する現金給与額は、187,557円で、対前年比0.6％増となった。
　男女別では、男が前年より3.2％減の259,614円、女は2.7％増の135,956円であった。
（第１図、第１表）
　主な産業についてみると、建設業は265,524円、製造業は215,135円、卸売業,小売業は
183,369円、不動産業,物品賃貸業は243,623円、学術研究,専門・技術サービス業は
216,763円、宿泊業,飲食サービス業は93,673円、生活関連サービス業,娯楽業は157,352
円、教育,学習支援業は100,506円、医療,福祉は186,318円、サービス業は209,369円と
なった。
　また、きまって支給する現金給与額の事業所規模間の格差についてみると、小規模事業
所の給与水準は、事業所規模５人以上を１００とした場合は79.1、規模５～２９人を
１００とした場合は89.3、規模３０人以上を１００とした場合は72.9であった。
（第１表）

-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

計 

男 

女 

(％) 

対
前
年
比 

平成 (年) 



 （２）特別に支払われた現金給与額

 ２　出勤日数

 ３　労働時間

 ４　利用上の注意
　この調査結果は、厚生労働省が集計及び公表しているものから、本県分を中心に取りまと
めたものである。
　また、産業分類については、平成２１年調査から、平成１９年１１月改定時の日本標準産
業分類に基づき表章している。
　なお、この調査結果で「サービス業」とあるのは、「サービス業（他に分類されないも
の）」のことである。

第２図　出勤日数及び通常日１日の実労働時間の推移

　平成２４年７月の１人平均月間出勤日数は、19.9日（対前年差0.3日減）であった。
（第２図）
　男女別では、男が21.4日（同0.6日減）、女は18.9日（同0.1日減）であった。

　平成２４年７月の１人平均通常日１日の実労働時間は、7.0時間（対前年差増減無し）で
あった。（第２図）
　男女別では、男が7.8時間（同0.1時間減）、女は6.4時間（同0.1時間増）であった。

　平成２３年８月１日から平成２４年７月３１日までの過去１年間に特別に支払われた現
金給与額（勤続１年以上の常用労働者について集計）は、153,165円で、対前年比11.1％
増、きまって支給する現金給与額に対する割合は、0.82か月（対前年差0.08か月増）で
あった。
  男女別では、男が前年より8.2％増の199,126円、女は12.2％増の119,614円であった。
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